中泊町告示第５０号
　下記の工事については、条件付き一般競争入札により契約を締結しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の６第１項の規定により公告します。
平成２３年　７月１１日
中泊町長　小　野　俊　逸
条件付き一般競争入札実施公告
記
１　競争入札に付する事項

(1)　工事番号　　第１４号
(2)　工事名　　（仮称）中泊町一般廃棄物最終処分場建設工事
(3)　工事場所　　中泊町大字尾別地内
(4)　工事期間　　契約を締結した日の翌日から平成２５年　３月３１日まで
(5)　工　　種　　処分場の建設及び浸出水処理施設建設工事一式
(6)　工事概要　　①処分場建設工事
　　　　　　　　　　埋立容量　　36,000㎥ 　　埋立面積　　 9,987㎡
                    本体土工　　切土量　　77,129㎥　　盛土量　　47,660㎥

　　　　　　　　　　遮水シート敷設工　　　21,670㎡　　付帯工一式

　　　　　　 　　②浸出水処理施設建設
　　　　　　　　　　浸出水処理能力　　45㎥／日　　浸出水調整槽有効容量　　2,000㎥

　　　　　　　　　　付帯工一式
(7)　予定価格　　１，２８９，４００，０００円　（消費税及び地方消費税を含む。）
２　競争入札に参加する者に必要な資格
（１）共同企業体のみの入札

（２）政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。
（３）中泊町財務規則（平成１７年３月中泊町規則第６２号。以下「財務規則」という。）第１１９条第１項の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
（４）構成員（代表者１・他の構成員１の２社）は財務規則第１２０条の規定に基づき、中泊町一般競争入札に参加する資格があると認定された者であること。

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。

（６）代表者は、県外に本店を有し、平成２３年度青森県建設業者等級名簿の等級が、土木一式工事及び建築一式工事の特Ａ級で、東北管内に支店又は営業所等を有する者であること。

（７）構成員は、平成２３年度青森県建設業者等級名簿の等級が土木一式工事及び建築一式工事の特Ａ級で、県内に本店を有する者であること。
（８）代表者は、平成２３年度青森県建設業者等級名簿での経営事項審査総合点の土木一式工事で１，６００点以上、かつ建築一式工事で１，５００点以上であること。構成員も同様に、土木一式工事の総合点で１，５００点以上、かつ建築一式工事の総合点で１，１００点以上であること。 

（９）代表者が過去１０年間（特殊専門的な工事においては、適正施工の観点から真にやむを得ないと判断する場合は、１５年間）に当該建設工事と同種の建設工事の施工実績（下請負人としてのものを除く。）を有する者であること。
（10）入札に係る建設工事について、建設業法第２６条第１項の主任技術者及び同条第２項の監理技術者を工事現場ごとに、専任で置くことができる者

であること。ただし、主任技術者にあっては１級相当の国家資格等を有する者に限る。

（11）各構成員が当該業務に係わる他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。

（12）代表者の出資比率が最大で、構成員の出資比率が４０％以上であること。

（13） 代表者の工事施工能力が最大と認められること。
(14)　国又は地方公共団体等の指名停止の措置を、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
（15） 各構成員が、警察当局から町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。
(16)　その他町長が入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めた資格を有する者であること。
　　
３　資格の審査

入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、あらかじめ、２に定める資格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）により、審査を受けなければならない。

(1)　受付期間　平成２３年７月１５日（金）から平成２３年７月２２日（金）
　（日曜日、土曜日及び休日を除く。）

(2)　受付時間　午前８時３０分～正午まで及び午後１時～午後４時３０分まで
　　　　　　　　 ただし、受付最終日は午前８時３０分～正午までとする。
(3)　提出場所　中泊町役場２階　財政課管財係（直接持参すること。）
(4)　そ の 他
ア　申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
イ　資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。平成２３年７月２５日（月）までに決定し、ＦＡＸにより通知する。
ウ　２に定める資格を認められなかった者は、不服申立書により平成２３年７月２７日（水）午後４時までに直接持参により申立をすることができる。
エ　提出した申請書又は関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。

４　設計図書の縦覧
(1)　期　間　平成２３年７月１５日（金）から平成２３年７月２５日（月）まで
（日曜日、土曜日及び休日を除く。）
(2)　場　所　中泊町役場　環境整備課
(3)　貸与等　入札参加希望者は、設計図書の貸与を受けることができる。
(4)　その他　設計図書に対して質問がある場合は、平成２３年７月２５日（月）までに、質疑応答書により、中泊町役場　環境整備課へＦＡＸ(0173-57-3849)で提出すること。
５　現場説明　　なし
６　入札及び開札の日時及び場所 

(1)　日　時　平成２３年８月４日（木）　午後１時３０分

(2)　場　所　中泊町役場　研修所２階
７　入札執行回数　　原則として１回を限度とする。

８　入札保証金及び契約保証金

(1)　入札保証金　　免除する。

(2)　契約保証金

　契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約を締結した場合は、その納付を免除する。
９　契約の締結

(1)　落札決定の日から７日以内に契約をする。（契約は仮契約とし、議会の議決後に本契約とする。）
(2)　落札の決定後、契約締結までの間において、当該落札者が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。

10　落札者の決定の方法
予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。ただし、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。

11　入札条件

(1)　中泊町競争入札心得（平成１７年３月２８日訓令第３３号）を遵守すること。 

(2)　入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした内訳書を提出すること。 
12　入札書記載金額等
(1)　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)　入札書の余白に備考として、次のように記載すること。

備考　入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。

13　その他

(1)　入札の無効 

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)　本入札は、最低制限価格を設定する。
14　担当課及び所在地

(1)　名称　中泊町役場　財政課　管財係
(2)　場所　〒037-0392　青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山４３４－１
 電話番号　０１７３－５７－２１１１（内線２２３）
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